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新たな地域医療構想について 

 

・昨年度、厚生労働省の「新たな地域医療構想等に関する検討会」において、2040 年頃の

医療をとりまく状況と課題、新構想を通じて目指すべき医療提供体制等について、とり

まとめが行われました。 

・資料１により「新構想に関する国の検討状況」の報告と、「新構想に関する県の今後の対

応方針」を説明します。 

 

１ 新構想に関する国の検討状況（１～９ページ） 

〔２ページ〕 

 ・新構想は、85 歳以上の増加や人口減少が更に進む 2040 年とその先を見据え、「治す医

療（病気を治すことを目的とした医療）」と「治し支える医療（病気や障がいがあって

も、患者が自分らしい生活を送れるように、生活を支えることを目的とした医療）」を

担う医療機関の役割分担を明確化し、地域完結型の医療・介護提供体制を構築します。 

・現構想は入院医療が中心でしたが、新構想では外来医療、在宅医療、介護連携等も対

象とします。 

〔３ページ〕 

・現構想は高度急性期、急性期、回復期、慢性期の病床機能に着目してきましたが、新

構想では病床だけでなく医療機関機能に着目した機能分化・連携等を行っていくこと

となります。 

・今後、国による新構想に関するガイドラインの策定（2025 年度）、都道府県による必

要病床数の推計等と新構想の策定（2026 年度）、医療機関機能に着目した協議等（2027

～2028 年度）が予定されています。 

・なお、地域医療構想は医療計画の一部でしたが、新構想は医療計画の上位概念に位置

づけます。 

〔４ページ〕 

・病床機能（高度急性期、急性期、回復期、慢性期）のうち「回復期」機能が「包括期」

機能に変更されます。包括期機能は、急性期（病気や怪我が急激に現れ、症状が不安

定で集中的な治療が必要な時期）を脱した患者に加えて、今後増加が見込まれる高齢

者等の急性期患者にも対応するものです。 

・医療機関機能報告が新構想で新たに創設されます。医療機関機能は「高齢者救急・地

域急性期機能」「在宅医療等連携機能」「急性期拠点機能」「専門等機能」の４つに分類

され、各医療機関が担っている役割を都道府県に報告し、この報告に基づいて医療機

資料１ 
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関の連携等を図っていきます。この他、広域な観点として医師派遣や臓器移植等の「医

育及び広域診療機能」があり、大学病院が担う機能と想定されています。 

・構想区域・協議の場について、７ページで説明します。 

〔６ページ〕 

・新構想に、これまで対象外だった精神医療を位置づけます。これから法改正が行われ

るため具体的なことは示されていませんが、改めて 40 ページ以降で説明します。 

〔７ページ〕 

・人口規模 20 万人未満の構想区域では、医療提供体制の確保が困難となる可能性があ

るので、医療提供体制上の課題がある場合には、二次医療圏を基本としつつも、必要

に応じて区域の設定を見直すことが適当とされています。 

・これまでと異なり、新構想では複数の区域設定が想定されています。具体的には、都

道府県単位で設定する広域的な区域、二次医療圏より狭い区域を設定する在宅医療等

に関する区域です。この他、新たに新構想に位置づけられる精神医療に関する区域の

設定も考えられます。 

〔８ページ〕 

・参考として、新構想に関するスケジュールを示しています。青色箇所は国が示してい

るスケジュールです。2025 年度に国が新構想策定に関するガイドラインを策定し、

2026 年度に都道府県が必要病床数の推計等を行います。 

・必要病床数の推計等は構想区域ごとに行うため、群馬県では、今年度に構想区域の見

直しを検討したいと考えております。 

・なお、構想区域の見直しにより構想区域と二次医療圏に一致しないこととなった場合

には、2029 年度に予定している次期医療計画策定に際して医療圏を議論することとな

ります。 

〔９ページ〕 

・新構想で新たに報告制度が創設される医療機関機能についてまとめたものです。 

 

２ 新構想に関する県の対応 

（１）入院医療に関する構想区域（10～28 ページ） 

〔10 ページ〕 

・（１）入院医療に関する構想区域、（２）在宅医療等、（３）精神医療のそれぞれについ

て、今後の群馬県の対応方針を説明します。 

・入院医療に関する構想区域は、現行の救急も含んだ構想区域を指すもので、新しく検
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討する在宅医療等や精神医療の区域と区別するため、便宜上、入院医療に関する構想

区域と呼んでいます。 

〔11 ページ〕 

・入院に関する構想区域についての説明です。 

・厚生労働省の検討会によれば、人口 20 万人未満の構想区域では医療提供体制の確保

が困難となる可能性があるため、医療提供体制上の課題がある区域については、構想

区域の見直しを検討することが適当とされます。（７ページ参照。） 

・群馬県には人口 20 万人未満の構想区域が複数あり、医療提供体制上の課題の有無を

確認し、構想区域の見直しについて検討したいと考えています。 

〔12 ページ〕 

・これは令和７年度における国の検討内容です。 

・これまでは、二次医療圏の設定では、入院に係る医療を一定程度完結すること、人口

規模が 20 万人以上であること等が目安とされていました。 

・全国の状況として、半数の二次医療圏が人口 20 万人未満であり、時間外緊急手術がほ

とんど実施されていない医療圏が一定数存在しています。 

・こうした現状に対して、当該医療圏内で医療提供が完結していない、圏域における医

療需要が少なく医療提供体制として非効率である、と国の検討会で指摘されているこ

とから、群馬県でも「人口 20 万人未満」や「時間外緊急手術がほとんど実施されな

い」区域については、構想区域見直しの必要性を検討することが必要であると考えて

います。 

・国から今年度中に新構想策定に関するガイドラインが示され、来年度からは区域毎の

医療需要の推計を実施することとされています。この推計の基礎となる構想区域につ

いて検討する時間的余裕がないこともかんがえられるため、群馬県では、現段階の国

の検討状況を参考に、構想区域の検討を始めたいと考えています。 

〔13 ページ〕 

・群馬県では、県内 10 圏域の二次医療圏と構想区域ごとに、医療提供体制を構築してい

ます。 

〔14 ページ〕 

・左側のグラフは、2025 年と 2040 年の推計人口です。グレーの棒グラフが 2025 年、

青色の棒グラフが 2040 年で、いずれの区域でも人口は減少します。 

・右側のグラフは、65 歳以上人口です。2025 年の 65 歳以上人口を１とした場合の推計

となっています。赤字で記載している渋川、藤岡、桐生、富岡、沼田、吾妻では減少

し、伊勢崎、高崎・安中、太田・館林、前橋では増加します。 
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〔15 ページ〕 

・区域ごとの人口規模、時間外緊急手術実施数をグラフで整理しています。横軸が人口、

縦軸が１日あたりの時間外緊急手術実施数です。グラフ中の、区域名と併記されてい

る数字は時間外緊急手術実施数で、例えば、前橋区域では１日あたり約６件実施され

ています。 

・なお、時間外緊急手術実施数は、手術の時間外加算、深夜加算、休日加算のレセプト

算定回数で算出しています。 

 ・グラフの赤色で塗ってある箇所が人口 20 万人未満の区域で、桐生、渋川、沼田、藤

岡、富岡、吾妻の６区域が該当します。 

・区域名が赤字となっている沼田、富岡、吾妻区域では１日あたりの時間外緊急手術件

数が１件未満、また、桐生、渋川、藤岡区域も１日あたり約１件で、人口規模の大き

い区域と比較して少ない件数となっています。 

・これら区域では、当該圏域内で医療提供が完結していない、圏域における医療需要が

少なく医療提供体制として非効率である、という課題が生じている可能性があります。 

〔16 ページ〕 

・広域化による医療提供体制のイメージ例です。 

・上段は、人口 20 万人以上のＡ区域と人口 20 万人未満のＢ区域があるという現状を表

したものです。Ａ区域では、時間外緊急手術の実施体制はありますが、患者が集中す

るなど、一時的な人手不足等で手術に対応できない場合があります。一方、Ｂ区域で

は、先ほどの圏域内で医療提供が完結していない、圏域における医療需要が少なく医

療提供体制として非効率である、という課題が生じています。 

・下段は、Ａ区域とＢ区域との広域化を表したものです。広域化により、医療機関間の

機能分化・連携の取組を行い、急性期医療提供体制、効率的な医療提供体制を構築し

ます。 

〔17 ページ〕 

・国の検討会（令和 7 年度）で示された人口規模を踏まえた医療機関機能の考え方で、

区域の類型に応じて、人口規模や医療機関機能ごとの役割を示しています。 

・群馬県は、赤枠囲みが該当すると思われます。 

・国では、手術等の医療資源を多く要する症例は、急性期拠点機能を有する医療機関へ

搬送して対応することを想定しています。 

〔18 ページ〕 

・広域化のメリットとデメリットを整理しています。 

・メリットとして、住民にとっては医療の質向上、医療スタッフにとっては働き方改善
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の効果が期待できます。また、経営的には人件費の適正化も期待できます。 

・一方、デメリットとして、住民にとって救急搬送や通院の距離が長くなることがあり

ます。この点については、これまで道路ネットワークの整備によるアクセス改善、ド

クターヘリやドクターカーの普及による重篤患者への対応、ＩＣＴ技術等の活用とい

った各種施策を行っています。 

〔19 ページ〕 

・群馬県ではすでに、脳卒中、心血管疾患、糖尿病、がん、周産期、小児医療の分野で

広域化（二・五次医療圏）を進め、医療提供体制を構築しています。 

・新構想では、引き続き地域の実情に応じて疾患・事業別で広域化するのか、構想区域

そのものを広域化するのか、いずれも選択肢となり得ると考えます。 

〔20 ページ〕 

・広域化シミュレーションの例示です。2040 年の推計人口が 20 万人以上となることと

二・五次医療圏を考慮して、シミュレーションを実施しました。 

・図のとおり、前橋、渋川、吾妻、沼田で１区域、高崎・安中、藤岡、富岡で１区域、

太田・館林、桐生で１区域、伊勢崎区域は現状のままです。 

〔21 ページ〕 

・15 ページのグラフを広域化シミュレーション後の区域で作成したものです。 

・広域化により、人口 20 万人未満の区域はなくなり、１日あたりの時間外緊急手術の実

施数が１件より少ない区域もなくなります。 

・なお、今年度中に国が策定する新構想策定に関するガイドラインで、構想区域見直し

の具体的な観点が示される可能性もあることから、このシミュレーション例は、人口

規模と時間外緊急手術数の観点からの予測であり、あくまでも参考として見ていただ

くものです。 

〔22 ページ〕 

・以上の資料説明を踏まえ、広域化の必要性について検討していただくアンケートを実

施させていただきます。 

・桐生地域では、資料の設問に加え、「現状の構想区域に係る課題等」についてもお考え

を伺いますので回答してください。なお、「構想区域の見直し」についてはこの資料の

設問内容と同様です。（回答は送付した「構想区域に関するアンケート」によりお願い

します。） 

・設問１は、現状の構想区域についてです。今後、人口減少・高齢化が進む中、構想区

域単独で急性期医療を確保し続けることが困難な可能性があり、地域医療を維持して

いくためには、新構想策定のタイミングで区域を見直し、手術や救急医療等の提供体
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制を検討する必要があると考える場合は、Ａを回答してください。 

・直ちに構想区域を見直す必要はない、または、今後、医療提供体制上の課題が生じた

タイミングで構想区域の見直しを検討すると考える場合は、Ｂを回答してください。 

・なお、新構想が始められた後に、医療機関機能に着目した地域の医療機関間の連携等

の協議を行うよう国から要請があることが見込まれます。具体的なことは示されてい

ませんが、その協議の中で、構想区域の見直すことも考えられます。 

・どちらもともいえないと考える場合は、Ｃを回答してください。 

・また、Ａを回答していただいた場合は、設問２で見直し後の構想区域についても記入

してください。 

・このアンケートの結果を踏まえ、区域内の調整、区域間の調整などを実施し、年度内

を目処に構想区域の見直しの方向性を考えたいと思っています。 

 〔23 ページ〕 

・第９次保健医療計画策定にあたって、二次医療圏を検討した際に実施したアンケート

結果です。回答にあたって参考としてください。 

 〔24 ページ〕 

 ・2020 年から 2040 年にかけての桐生区域の人口推計です。人口規模 11 万人台まで減

少するものと見込まれます。 

 ・総人口は約 4 万 1 千に減少し、年齢区分すべての人口も減少する見込みです。 

 〔25 ページ〕 

 ・横軸が救急搬送シェア、縦軸が手術シェア、バブルの大きさが患者数です。救急搬送

シェアは医療圏内の DPC 患者の救急搬送件数に占める割合、手術シェアは医療圏内

の DPC 患者の手術件数に占める割合で、救急搬送、手術ともに桐生厚生総合病院が

高いシェアを有しています。 

 〔26 ページ〕 

 ・2015 年から 2023 年にかけての急性期医療需要の推移です。患者、手術、全身麻酔、

救急搬送のいずれも減少しています。 

〔27 ページ〕 

・桐生市消防局の救急搬送先です。85％が区域内への医療機関に搬送されていります。 

〔28 ページ〕 

・2015 年から 2024 年にかけての桐生市消防局の救急搬送先の推移です。区域内への搬

送は約 300 件増え、他地域への搬送は約 600 件増えており、他地域への搬送が大幅に

増加しています。 
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（２）在宅医療等（29～39 ページ） 

〔29 ページ〕 

・新たな地域医療構想において、在宅医療等は新たな検討事項とされています。 

〔30 ページ〕 

 ・在宅医療等においては、来年度の地域医療構想の策定に向けて検討すべき課題が２

つあります。 

 ・一つ目は、「在宅医療等に関する区域の設定」です。二次医療圏より狭い区域と記載

してありますが、区域設定の考え方として、地域包括ケアシステムの観点も踏まえ

た上で、医療と介護の連携体制の構築が図られるよう、地域の医療・介護資源等の

実情に応じて弾力的に設定するよう、厚生労働省から示されています。 

 ・二つ目は、「協議の場を設定し、かかりつけ医機能報告等のデータを基に、地域の状

況や将来の見込みを整理して課題を共有すること」です。 

 ・群馬県は、現在、二次医療圏単位で構想区域が設定され、在宅医療等に関する「協

議の場」は設定されていないという状況です。 

 ・新構想策定の準備として、今年度中に、区域の見直し及び協議の場の設定について

検討していきたいと考えています。 

〔31 ページ〕 

 ・在宅医療等に関する現状と課題を整理した表です。 

 ・左半分にこれまでの取組を、右半分に構想区域と協議の場の設定状況を記載してい

ます。 

 ・こうした状況から、構想区域と協議の場の設定を検討していきたいと思います。 

 〔32 ページ〕 

 ・「かかりつけ医機能報告制度の概要」をまとめたものです。 

 ・在宅医療等の構想区域と協議の場の設定に関する検討に当たっては、新たな制度で

ある、「かかりつけ医機能報告制度」が関係してきます。 

・かかりつけ医機能報告制度の主な内容は、①医療機関は、慢性疾患を有する高齢者

等を地域で支えるために必要な「かかりつけ医機能（時間外診療、入退院支援、在

宅医療、介護等との連携など）」を県に報告する、②県は、報告をした医療機関がか

かりつけ医機能の確保に係る体制を有することを確認し、外来医療に関する地域の

関係者との協議の場に報告し公表する、③県は、外来医療に関する地域の協議の場

において地域でかかりつけ医機能を確保するために必要な具体的方策を検討し、結

果をとりまとめて公表する、ことです。 

 ・在宅医療等における協議の場を「かかりつけ医機能報告制度」における協議の場と
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して活用していくので、在宅医療等における構想区域と協議の場の設定の検討は、

「かかりつけ医機能報告制度」と合わせての検討となります。 

 〔33 ページ〕 

・今後の具体的な調整や意思決定の方向性についてです。 

・在宅医療等における構想区域については、二次保健医療圏にこだわらず、医療と介

護の連携体制の構築が図られるよう、地域の実情に応じた区域の設定を検討する必

要があると考えています。 

 ・本県においては、現状、県内１４地域において、在宅医療・介護連携推進事業を実

施しており、当該区域においては、郡市医師会をはじめとした関係多職種連携を推

進し、切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築に取り組んできています。 

 ・こうしたことから、在宅医療等の新たな構想区域設定の方向性としては、在宅医療・

介護連携推進事業の区域を基本としつつ、地域によっては現状の二次医療圏での医

療・介護の連携状況も踏まえ、ご意見を伺いながら検討したいと考えています。 

 ・また、もう一つの課題である協議の場については、各構想区域に、医療関係者、介

護関係者、県（保健福祉事務所）、市町村等の関係者が参画する協議の場を設置した

いと考えています。 

 〔34 ページ〕 

 ・協議の場については、①在宅医療等に関する議題に応じた参加者を設定し、医療関

係者、介護関係者、保険者、都道府県、市町村等の関係者の協議を実施すること、

②地域ごとに現状や将来の医療需要推計、提供体制の将来見込み等を踏まえ、将来

のあるべき姿を議論すること、が国から示されています。 

・なお、地域においては調整会議を含む多くの会議が開催されていることを踏まえ、

既存の会議の活用や合同開催の方法なども検討することとされています。 

・現在の地域医療構想調整会議をベースに資料記載の団体などを加えた形としつつ、

今後示される予定である国のガイドラインも参考に、地域ごとに検討・調整を進め

たいと考えていますが、ご意見を伺いたいと考えています。 

 〔35 ページ〕 

・現在の二次保健医療圏と在宅医療・介護連携支援窓口の関係を示した表です。 

 ・これらの区域において、郡市医師会をはじめとした関係多職種連携を推進し、切れ

目のない在宅医療と介護の提供体制の構築に取り組んできているところです。 

・このような現状を踏まえ、在宅医療等における構想区域は在宅医療・介護連携支援

の区域を基本としつつ検討してはどうかと考えており、ご意見を伺いたいと考えて

います。 
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 〔36 ページ〕 

・在宅医療等における構想区域及び協議の場の設定について検討していただくアンケ

ートを実施させていただきます。 

・桐生地域では、資料の設問に加え、「在宅医療・介護連携の課題等」と「相応しい協

議体」についてもお考えを伺いますので回答してください。また、既に医療・介護

関係者等を構成員としている協議体があれば教えてください。なお、その他の質問

項目についてはこの資料の設問内容と同様です。（回答は送付した「在宅医療等に関

するアンケート」によりお願いします。） 

 ・設問１は、在宅医療等における構想区域についてです。在宅医療・介護連携の窓口

が管轄している区域での設定が適当であると考える場合は、Ａを回答してください。 

  Ａとは別の区域、例えば二次医療圏での設定が適当であると考える場合は、Ｂを回

答し、設問２で構想区域の具体的な考えを記入してください。 

 〔37 ページ〕 

 ・設問３は、協議の場の構成員についてです。参加した方がよい団体など、構成員に

関する考えを記入してください。 

 ・アンケート結果を踏まえた必要な調整を行い、県保健医療計画会議在宅医療推進部

会での検討も踏まえて、年度内に決定したいと考えています。 

 〔38・39 ページ〕 

 ・参考資料として、外来患者数の推移、在宅患者数の推移をまとめたものです。 

 

（３）精神医療（40～44 ページ） 

〔41 ページ〕 

・精神医療は、これまで地域医療構想の対象となっていませんでしたが、新たな医療構

想では対象に含めることとされており、現在、国が新たな地域医療構想に精神医療を

位置づける場合の課題等を検討しています。 

・構想区域の考え方などが、国の検討を経て各都道府県に示されることとなっています

が、まだ具体的な内容は把握していません。 

・群馬県では、具体的な内容が示された後に、諸課題の検討を行っていく予定です。 

・なお、新構想は 2027 年度から順次スタートしていく予定ですが、精神医療において

は法改正を含む対応に十分な期間を設けることとされており、入院医療や在宅医療と

異なるスケジュールで展開していく可能性があります。 

〔42 ページ〕 

・群馬県の精神医療の概況です。 
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・精神医療は、広域的に実施すべき保健医療サービスを行う県域として、全県一区で運

用されています。 

・精神科救急医療の提供について、夜間休日における精神科救急医療は、全県一区の輪

番制により運用を行っており、医療法に基づく基準病床の考え方も、一般・療養病床

が２次保健医療圏ごとに決められているのに対し、精神病床は県全域を一つの区域と

して運用されています。 

・医療資源の偏在（沼田保健医療圏と藤岡保健医療圏には精神科病院がないなど。）も精

神医療の特徴といえます。 

〔43 ページ〕 

・精神医療における患者の動向（概略）です。グラフは、各年度 3 月 31 日時点における

患者数で、棒グラフが精神病床入院者数を、折れ線グラフが自立支援医療（精神通院）

認定者数を示したものです。 

・入院患者は直近 5 年間で徐々に減少していますが、自立支援医療（精神通院）認定者

数が増加傾向にあることから、通院患者数が増加傾向にあると考えられます。 

〔44 ページ〕 

・こちらは厚生労働省のプロジェクトチームでの検討結果をまとめた概要資料です。 

・新構想に精神医療を位置付けるという方向性が示され、その具体的な内容として、2040

年頃の精神病床数の必要量推計、精神病床を病床機能報告の対象に追加、精神医療に

関する協議の場の開催や一般医療に関する協議の場への精神医療関係者の参画、計画

実現に向けた財政支援、都道府県の権限行使が列挙されています。 

・法改正やその後の関係者による議論が必要なため、精神医療に係る施行には十分な期

間を設けることが必要とされています。 

〔45 ページ〕 

・これまでのまとめです。 

・入院医療に関する構想区域については、各区域において構想区域の見直しの検討を進

めます。 

・在宅医療等については、各地域で構想区域・協議の場の調整・検討を進めます。 

・精神医療については、国の示す方針を受け課題の検討を行います。 

〔46 ページ〕 

・今後の進め方ですが、入院医療と在宅医療等については、2026 年に予定している新構

想策定作業の準備として、2025 年度中に構想区域や協議の場の検討を進めていきたい

と考えています。 
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かかりつけ医機能報告制度について 

 

・令和 7 年 6 月に発出されたガイドラインに基づき説明します。 

〔2 ページ〕 

・複数の慢性疾患や医療・介護の複合ニーズ等を抱える高齢者が増加する一方で、生産

年齢人口減少に伴う医療従事者確保の制約が大きくなります。 

・このような状況に対応するため、必要な法改正等を経て、令和７年４月に「かかりつ

け医機能報告制度」が施行されました。 

・各医療機関からの報告内容を踏まえ、地域の関係者が協議を行い、地域で不足する機

能を確保する方策を検討・実施することで、地域で必要なかかりつけ医機能を確保し

ていくこととなります。 

〔3 ページ〕 

・報告の流れです。 

・報告対象は、病院及び診療所（特定機能病院及び歯科医療機関を除く。）です。 

・各医療機関は、原則として、厚生労働省が運営するシステム「G-MIS」から報告しま

す。 

・報告時期は、医療機能情報提供制度に基づく報告と同時期（今年度は令和８年１月～

３月）です。 

 ・図の①では、慢性疾患を有する高齢者その他の継続的に医療を必要とする者を地域で

支えるために必要なかかりつけ医機能について、各医療機関から都道府県知事に報告

します。 

 ・図②～⑤では、都道府県知事は、各医療機関の報告内容から、かかりつけ医機能の確

保に係る体制を有していることを確認し、報告内容と確認結果を公表します。また、

外来医療に関する地域の関係者との協議の場に報告します。 

 ・図⑥、⑦では、都道府県知事は、協議の場で、地域で必要なかかりつけ医機能を確保

するための具体的方策を検討し、その結果を公表します。 

 〔4 ページ〕 

 ・今後のスケジュールですが、まず、11 月頃から県が医療機関に対してかかりつけ医機

能報告を依頼し、その後、令和８年１から３月までに、各医療機関が報告（基準日は

令和 8 年 1 月 1 日。）を行います。 

 ・表では、都道府県と医療機関に分けたスケジュールを記載しています。現在、都道府

県では、令和７年度報告に向けた準備を進めているところですが、協議の場について

は、今後設置される在宅医療に関する地域医療構想の会議体を活用する予定です。医

資料２ 
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療機関については、令和８年１月から報告開始となります。 

〔5、6 ページ〕 

・報告事項の１号機能及び２号機能は、改正後の医療法第 30 条の 18 の 4 第 1 号及び第

2 号に規定されている機能です。１号機能を有する医療機関は、２号機能に係る報告

を行うことになっています。 



 

 

資料３ 

病床数適正化支援事業（二次内示）について 

 

１ 事業の概要 

・医療機関の経営状況の急変に対応する国の緊急支援パッケージとして令和６年度補正 

予算により事業化された。（詳細は別添「資料２」を参照。） 

・病床数の適正化（現時点で診療の用に供されていない病床の削減）を進める医療機

関に給付金（減床１床あたり 4,104 千円）を支給する。なお、医療機関の経営状況に

応じて削減する病床数が配分されるため、医療機関ごとの情報は公表されない。 

・経営環境が厳しい医療機関を緊急で支援することが目的であり、地域医療構想との 

整合性を求めるものではなく、地域での合意（医療対策協議会等における協議）は必

要ない。 

２ 群馬県への国の内示 

 ・群馬県の要望額約 30 億円（753 床分）に対し、令和７年４月の国の一次内示（約４

億円（100 床分））に続き、６月に二次内示（約 2.3 億円（56 床分））があった。 

 ・医療機関の経営状況の急変に対応するための支援であることから、経営赤字の医療機

関に対し、赤字額に応じて給付金を支給する。 

 ・医療圏ごとの対象病床数は下表のとおり（対象となった医療機関の情報は非公表） 

※二次内示から公立の医療機関も対象 

   ※一次内示で対象となった医療機関のうち１医療機関から申請辞退があったため、辞退さ

れた分について二次内示とあわせて配分 

  ※上表は国の内示に基づき対象となる病床を医療機関ごとに配分したものであり、実際の

申請状況等によっては削減数が変更になる場合がある。 

 ・対象となった医療機関が給付金の支給を受けるためには、令和７年９月末までに病床

を削減する必要がある。 

医療圏 
一次内示（支給済） 二次内示（今回） 計 

一般 精神 一般 精神 一般 精神 

前 橋 9 
 

5 
 

14 
 

伊 勢 崎 

 
6 

 
1 

 
7 

渋 川 

 
10 

 
11 

 
21 

高崎･安中 13 
 

4 
 

17 
 

藤 岡 

      

富 岡 2 
   

2 
 

吾 妻 16 
 

10 
 

26 
 

沼 田 11 
 

6 
 

17 
 

桐 生 5 
 

22 
 

27 
 

太田･館林 8 9 4 4 12 13 

計 64 25 51 16 115 41 
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令和６年度病床機能報告の結果について  

 

・病床機能報告制度は、平成 26 年度から制度化されたもので、一般病床・療養病床を

有する病院又は診療所が担っている医療機能を、病棟単位を基本として、「高度急性

期」「急性期」「回復期」「慢性期」の４区分から一つを自主的に選択し、都道府県に報

告するものです。 

・報告内容は県ホームページで公表し、医療機関の自主的な取組や地域医療構想の推進

に活用することとされています。 

・集計の結果（３ページ）は、ハンセン病療養所及び医療型障害児入所施設等の病床数

を除いた群馬県全体の病床数は 17,797 床（前年度比 267 床減（休棟中 181 床増を含

む。））です。県全体の機能別集計では、高度急性期は 2,084 床（同８床減）、急性期病

床は 8,288 床（同 135 床減）、回復期病床は 3,505 床（同 84 床減）、慢性期病床は 3,479

床（同 221 床減）で、全ての病床機能が前年度と比較して減少しております。  

・４ページのグラフは、病床機能報告による結果と地域医療構想における必要病床数を

比較したものです。 

・５ページの上のグラフは、病床機能ごとの病床数を経年で並べたものです。全体病床

数は平成 27 年度から減少傾向、わずかながら増加傾向にあった回復期病床は令和６

年度に減少に転じています。  

・５ページの下のグラフは、急性期と報告された病床を診療実績によって（重症）急性

期と回復期的急性期に分類しています。参考ではありますが、これにより、急性期と

報告のあった病床の中に、回復期的な機能をもった病床が約 1,700 床あることが分か

ります。 

・６ページ以降は、令和６年度と令和５年度の病床機能報告の結果を比較したもので、

県全体、構想区域別、医療機関別でまとめてあります。桐生構想区域における病床数

の変更は、過去の報告誤りが訂正されたものです。この訂正により、構想区域別（6

ページ）では、高度急性期と回復期が各々15 床減少、急性期が 30 床増加、休棟等が

９床減少となり、また、医療機関別（12 ページ）では、桐生厚生総合病院が高度急性

期 15 床減少、急性期 29 床減少、回復期 44 床増加、休棟等９床減少となり、高木病

院が急性期 59 床増加、回復期 59 床減少となっています。  

・14 ページ以降は、各病院からの報告内容をまとめたもの（桐生保健医療圏は 23 ペー

ジ）で、各病院が地域における自らの施設の立ち位置を検討するなど、自主的な取組
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を進める上での参考としてお示しするものです。  

・25 ページ以降は、各病院の状況を整理したもの（桐生保健医療圏は 33 ページ）で、

「１ 医療機能別の病床の状況」は、医療機能ごとに、地域医療構想の令和７年（2025 

年）の必要病床数、令和６年度病床機能報告の合計病床数、各病院の報告内容を表に

したものです。また、「２ 稼働病床の状況」「３ 算定する入院基本料・特定入院料及

び届出病床数」は、各病院における許可病床数、病床稼働率、届出している入院基本

料等をまとめたものです。  

 

・なお、令和６年度病床機能報告については、例年同様、地域において共有後、県ホー

ムページで公表します。また、今回共有させていただいた情報のほか、詳細な情報が

掲載された各医療機関の個票についても県のホームページで掲載予定です。  


